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i n f o r m a t i o n

交
通
災
害
共
済
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
！！

　
市
民
生
活
課

☎
9
7
3
―

5
4
8
7
 

　
交
通
災
害
共
済
組
合
と
は
、共
済
掛
金
を

納
め
て
会
員
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た
市
民
が
交

通
事
故
に
あ
わ
れ
た
と
き
に
、直
ち
に
見
舞
金

を
さ
し
上
げ
て
出
費
の
一
部
に
あ
て
て
い
た
だ

く
、
た
す
け
あ
い
の
制
度
で
す
。
お
一
人
様

5
0
0
円
の
掛
け
金
で
、最
高
1
0
0
万
円

の
見
舞
金
！
家
族
そ
ろ
っ
て
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

加
入
申
込
用
紙
の
お
求
め
は
、

①
各
公
民
館

②
本
庁
舎
の
総
合
窓
口
、庁
舎
内
銀
行
窓
口
、

　
市
民
生
活
課

③
石
川
、勝
連
、与
那
城
庁
舎
の
市
民
課
窓
口

※
3
月
1
日
か
ら
受
付
開
始
で
す
。

平
成
20
年
　
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が

始
ま
り
ま
す
！

　
市
民
生
活
課

☎
9
7
3
―

5
4
8
7
 

　
平
成
20
年
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が
4

月
6
日（
日
）か
ら
4
月
15
日（
火
）ま
で
の
10

日
間
実
施
さ
れ
ま
す
。

◎
4
月
10
日（
木
）は
「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を

　
目
指
す
日
」で
す
。

※
み
ん
な
で
交
通
マ
ナ
ー
を
守
り
、交
通
事
故

　
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
！
！

う
る
ま
市
交
通
安
全
推
進
協
議
会

福
祉
の
街
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム

　
障
が
い
福
祉
課

☎
9
7
3
―

5
4
5
2
 

「
自
立
と
支
え
あ
い
」

〜
と
も
に
歩
む
ま
ち
を
目
指
し
て
〜

【
日
　
時
】
3
月
29
日（
土
）

　
　
　
　
午
後
2
時
〜
5
時

【
場
　
所
】い
ち
ゅ
い
具
志
川
じ
ん
ぶ
ん
館

【
対
　
象
】
市
内
在
住
の
方

【
定
　
員
】
1
0
0
名（
入
場
無
料
）

【
申
込
方
法
】
左
記
の
事
業
所
に
て
申
込
受
付

　
　
　
　
　
を
お
こ
な
い
ま
す
。

【
申
込
期
限
】

3
月
26
日（
水
）午
後
5
時
ま
で

【
講
　
師
】

厚
生
労
働
省
　

障
害
福
祉
専
門
官
　
高
原
伸
幸
氏

お
知
ら
せ

あいあい

なごみ

あやはし苑

美原の里

石川学院

　☎ 979－0555　
FAX 979－0554

　☎ 964－5045　
FAX 982－5371

　☎ 978－1280　
FAX 978－1288

　☎ 965－3850　
FAX 965－3372

　☎ 964－2286　
FAX 964－5055

た
か
は
ら
の
ぶ
ゆ
き

平
成
20
年
度
労
働
保
険
年
度
更
新
の

お
知
ら
せ

　
商
工
課

☎
9
6
5
―

5
6
1
1
 

　
労
働
保
険
の
申
告
納
付
は
お
早
め
に
！！

【
年
度
更
新
と
は
】

　
労
働
保
険
は
、毎
保
険
年
度（
毎
年
4
月
1

日
か
ら
翌
年
の
3
月
31
日
ま
で
）の
は
じ
め
に
、

そ
の
年
度
の
保
険
料
を
あ
ら
か
じ
め
概
算
で

申
告
・
納
付
し
、年
度
末
に
賃
金
総
額
が
確
定

し
た
と
こ
ろ
で
精
算
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
そ
こ
で
、前
年
度
に
申
告
し
た
概
算
保

険
料
の
精
算（
平
成
19
年
度
の
確
定
保
険
料
）

と
新
年
度
の
概
算
保
険
料
（
平
成
20
年
度
の

概
算
保
険
料
）の
申
告
・
納
付
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

【
年
度
更
新
手
続
の
期
間
】

　
年
度
更
新
に
係
る
保
険
料
の
申
告
・
納
付

期
間（
窓
口
受
付
）は
4
月
1
日（
火
）か
ら
5

月
20
日（
火
）の
間
で
す
。

【
お
問
い
合
わ
せ
】

　
労
働
保
険
年
度
更
新
に
係
る
お
問
合
せ
は

沖
縄
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

☎
8
6
8
―
4
0
3
8
へ

　
又
は
、最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署
、公
共

職
業
安
定
所
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
及
び
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
に
つ
い
て

　
資
産
税
課

☎
9
7
3
―

5
3
9
4
 

　
地
方
税
法
第
4
1
6
条
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
20
年
度
「
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
及
び

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
」
を
次
の
と
お
り
納

税
者
へ
縦
覧
し
ま
す
。

【
縦
覧
期
間
】
平
成
20
年
4
月
1
日（
火
）か
ら

4
月
30
日（
水
）ま
で（
た
だ
し
、土
・
日
曜
日

及
び
祝
祭
日
を
除
く
）
午
前
8
時
30
分
か
ら

午
後
5
時
15
分
ま
で（
昼
食
時
間
　
正
午
か

ら
1
時
を
除
く
）

【
縦
覧
場
所
】
資
産
税
課（
市
役
所
本
庁
2
階
）

【
縦
覧
者
】
う
る
ま
市
に
土
地
･
家
屋
を
有
す

る
固
定
資
産
税
の
納
税
者（
納
税
管
理
人
を

含
む
）、又
は
そ
の
代
理
人（
委
任
状
が
必
要
）

※
縦
覧
者
は
印
鑑
及
び
本
人
確
認
の
た
め
、

納
税
通
知
書
、運
転
免
許
証
等
が
必
要
で
す
。


